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熱中症特別警戒アラート発表時の対応について（お願い） 

 

 日頃より、本市の生涯スポーツ振興にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、国内の熱中症による死亡者数は増加傾向が続いており、更なる熱中症対策の一層の

強化を図るため、改正気候変動適応法が令和 6 年 4 月 1 日から全面施行され、過去に例の

ない暑さに対応するため、環境省と気象庁が従来から運用している熱中症警戒アラートの

さらに一段上の熱中症特別警戒アラートが新たに創設されました。 

 また、熱中症対策実行計画（令和 5 年 5 月 30 日閣議決定）の中で、国、地方公共団体、

事業者、国民それぞれの役割が示されており、事業者はその事業活動に従事する労働者の熱

中症を防止等するため、必要な措置を講じることとされております。 

これに伴い、市では、熱中症特別警戒アラート発令時、下記のとおり、主催イベントや講

座などの中止や延期、変更を行うことや、屋外やエアコンのない屋内施設の貸し出しを中止

することなど、安全管理の徹底に努めてまいります。 

つきましては、スポーツ振興課が所管する施設のうち、屋外やエアコンのない屋内施設は

利用中止となりますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

1 熱中症特別警戒アラート 

(１) 発表基準 

埼玉県内の全ての暑さ指数情報提供地点（8箇所）の暑さ指数が 35に達する場合 

県内暑さ指数情報提供地点…寄居、熊谷、久喜、秩父、鳩山、さいたま、越谷、所沢 

(２) 運用期間及び発表時期タイミング 

令和 7年 4月 23 日～10月 22 日 

前日午後 2時頃に発表 ＊環境省では、報道機関の協力を求めて一般に周知すること

を目的として、緊急記者会見を行います。 

｢環境省→県→市→市内事業所・市民等｣ 

(３) 熱中症特別警戒アラート発表時の市からの周知方法 

・防災無線、市広報、市 HP、SNS 等 

・環境省熱中症予防サイト（https://www.wbgt.env.go.jp）でも御確認いただけます。 

 

 

２．熱中症特別警戒情報（アラート）発表時の市の対応方針 

(１) 市主催、共催のイベントや講座等の事業で屋外にて活動を行うものは中止、延期、

変更(リモート実施を含む)とする。 

(２) 市主催、共催のイベントや講座等の事業で屋内にて活動を行うもので熱中症対策を

徹底できない場合、イベントの中止、延期、変更(リモートワークへの変更を含む。)

する。 

(３) 市が後援、もしくは関係団体等の事業で熱中症対策を徹底できない場合、イベント

の中止、延期、変更(リモート実施を含む)を判断するよう主催者に周知する。 

(４) 施設管理課は熱中症特別警戒アラート発令時、屋外やエアコンのない屋内の使用を

目的とした団体には施設の貸し出しを行わない。 

(５) 指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）を開設する。 

(６) 近傍の久喜、熊谷の暑さ指数が３５の場合も、原則上記と同様の対応とする。 

 



 

３ 事業者の基本的役割（熱中症対策実行計画より抜粋） 

 事業者は、自らの事業活動を行うに際して、国民や消費者等における熱中症予防につな

がる活動を行うよう努めるとともに、その事業活動に従事する労働者の熱中症を防止等す

るため、必要な措置を講じる。また、国及び地方公共団体が実施する熱中症に関する施策

に協力し、連携するように努める。 

 

 

４ 暑さ指数 

酷暑の環境下での行動に伴うリスクの度合いを判断するのに用いられる指標であり、人

体の熱収支に影響の大きい湿度、放射、気温の 3つを取り入れた指標で、乾球温度、湿球温

度、黒球温度の値を使って計算されます。 

上記熱中症予防サイトにて御確認いただけます。 

 

【日常生活に関する指針】                【運動に関する指針】 

暑さ指数 

（WBGT） 

注意すべき 

生活活動の目安 

暑さ指数 

（WBGT） 
熱中症予防運動指数 

危険（31 以上） 
すべての生活活動で

おこる危険性 

31 以上 運動は原則中止 

厳重警戒 

(28～3１未満) 
28～31 未満 

厳重警戒 

（激しい運動は中止） 

警戒 

（25～28 未満） 

中等度以上の生活活

動でおこる危険性 
25～28 未満 

警戒 

（積極的に休憩） 

注意（25 未満） 
強い生活活動でおこ

る危険性 
21～25 未満 

注意 

（積極的に水分補給） 

 

【熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラート発表基準】 

暑さ指数 発表されるアラート 状況 

35 以上 

（都道府県内の全地

点） 

熱中症特別警戒 

アラート 

重大な健康被害が生じる恐

れ 

33～34 

（都道府県内のいずれ

かの地点） 

熱中症警戒アラート 
熱中症搬送者が大量に発生

する恐れ 

 

※暑さ指数 35 以上になると、救急搬送者数が急増し、新型コロナウイルス感染
症流行期の救急搬送者数を超えることが予想されています。 

 

（参考）LINE アプリを利用した熱中症警戒アラート、暑さ指数の情報配信 

環境省が提供している熱中症警戒アラートや暑さ指数の情報を LINE アプリにより配信す

るサービスです。 

下記二次元バーコードより御利用いただけます。 

 

 

 

 
 

  

担当：スポーツ振興課（加須市民体育館） 
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